
燃料電池モビリティ利活用促進事業補助金公募要領  

 

 

 この要領は、補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、財務規則（昭和 39 年兵

庫県規則第 31 号）、環境部補助金交付要綱（以下「要綱」という。）等に定めるもののほ

か、要綱第 22 条第 1 項に基づき、燃料電池モビリティ利活用促進事業に係る補助金の

交付等に関して必要な事項を定める。  

 

 

第１条 要綱及び本要領における用語の定義  

１ 燃料電池モビリティ 

   燃料電池を搭載し水素を燃料電池の燃料として用いる自動車登録番号標又は車両番  

号標の交付を受けた自動車、又は市町村の条例で付すべき旨を定められている標識を  

取り付けている小型特殊自動車、原動機付自転車とし、また、このほかに水素をエネ  

ルギーとして活用する社会の推進および実現に資する水素利用端を含めたものをいう。 

 

２ パッケージ型水素供給設備  

   水素供給能力が 50Nm3/h 未満であり、適正な方法で 70MPa の燃料電池自動車に３kg 

（約 34Nm3）の水素を 10 分程度で充填する供給能力をもつパッケージ型の設備のこと。

また、連続した毎日において１日３台以上の燃料電池自動車に供給可能な能力を保有

する設備をいう。  

 ※パッケージ型：主要設備を１又は２の筐体に内包した設備形態のもの。  

３ 国補助 

   国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんイ  

ンフラ等導入促進補助金（燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業）」をいう。  

 

 

第２条 募集期間  

１ この補助事業の募集期間は、令和６年 12 月９日(月)から令和７年１月 10 日(金)まで 

とする。ただし、申請額が予算の上限に達しなかった場合は、追加募集を行うことがある。 

２ 申請額の合計が予算の範囲を超える等の場合は、提出された申請内容により、県が審  

査を行い、予算の範囲内で交付決定を行う。  

なお、審査内容及び審査項目は非公表とする。  

 

 

第３条 補助事業の対象となる者  

県内に定置式パッケージ型水素供給設備を設置する次に掲げる者。  

  ただし、国補助の交付決定を受けた者に限る。  

(1) 民間会社  

(2) 個人事業者 

(3) 地方公共団体  

(4) その他知事が認める者  



第４条 補助対象経費  

１ 一般社団法人次世代自動車振興センターが定める国補助の対象経費（以下、「国補助対

象経費」という。）及び、別に定める補助事業の実施に伴う附帯工事等に要する経費（以

下、「国補助対象外経費」という。）の合計であるパッケージ型水素供給設備の設置に要

する総事業費を、この補助事業の対象経費とする。  

２ 要綱別表及び前項の補助事業の対象経費における、「国補助対象外経費」の例を次表の

とおりとする。 

１ 機器費（国補助対象設備以外との併用（他用途と併用する設備）） 

 (1) パッケージ型水素供給設備  本体 

２ 設計費 

 (1) 設計費 

(2) 官公庁申請費  

３ 工事費 

(1) 基礎工事費  

(2) 給排水設備工事費  

(3) 照明設備工事費  

(4) 電気工事費  

(5) 管理棟の新築工事（電話等の設置工事含む）  

(6) 看板設置工事  

(7) 法定外の緑地工事  

(8) 水素供給設備用地外の工事  

(9) 既設設備移設工事  

(10) 既設撤去工事  

(11) 鉄筋・コンクリートブロック等の障壁及び防火壁設置工事  

(12) 塗装工事費  

(13) キャノピー設置及び補修等工事費 

(14) 外構工事費(フェンス設置、歩道切り下げ工事 ) 

(15) 無人化セルフ対応設備設置費用  

４ 工事負担金  

５ 経費・管理費  

(1) 共通仮設費  

(2) 現場管理費  

(3) 一般管理費  

(4) 諸経費 

６ その他、知事が認める経費  

 

 

第５条 補助金の額  

 補助金の額は、補助対象経費から国補助金を除いた額の４分の１とし、その上限額は 

12,500 千円とする。  

 



第６条 補助金活用の掲示  

 本補助金の交付を受けて整備したパッケージ型水素供給設備には、補助金の交付を受け  

た旨を標識等により掲示しなければならない。本補助金の交付申請にあたっては、掲示案

（デザイン及び掲示場所、サイズ、素材、固定方法等）を作成し、県に提出すること。  

 ただし、県が不要と判断した場合は、この限りではない。  

 

第７条 交付決定前の事前着手  

１ 要綱第４条の規定による交付決定の前に事業に着手する必要がある場合は、事業に着  

手する前に事前着手承認申請書（公募要領別紙１）を知事に提出しなければならない。  

２ 知事は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を事  

前着手承認通知書（公募要領別紙２）により当該申請者に通知するものとし、事前着手

承認申請書に記載の着手予定年月日以降に発生した経費（当該年度中に発生したものに

限る。）を補助事業の対象とするものとする。 

  ただし、事前着手承認通知をもって、本補助金の交付が決定するものではない。  

 

 

第８条 交付申請  

１ 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社の調達分（工事等を含む。）がある場合、 

利益等を排除して交付申請すること。ただし、当該調達分が一般競争または指名競争の

結果、最低価格であった場合は、この限りではない。また、申請時において利益等の金

額が明らかでないものについては、この限りではない。 

２ 国補助対象外経費について、国補助対象経費と書類が重複するときは、国補助対象外

経費に係る該当箇所を明示すること。  

 

提 出 書 類 様 式 

補助金交付申請書  

収支予算書  

誓約書 

要綱様式第１号  

要綱様式第１号 別記 

要綱様式第１号の２ 

  

( 添 付 書 類 ) 
要綱別表で規定する 

様 式 

(1) 補助対象事業の概要〔予定〕  別紙様式１  

(2) 対象設備の仕様書   

(3) 対象設備の設計図面   

(4) 周辺地図   

(5) 国補助に係る補助金交付申請書【写し】  

(6) 
上記(1)～(4)以外の国補助の交付申請に係る書類一式 

【写し】 

 

(7) 国補助に係る交付決定通知書【写し】   



(8) 

補助事業対象経費積算書〔予定〕（該当様式を提出）  

・国補助対象経費  

・国補助対象外経費  

 

別紙様式２  

別紙様式３  

(9) 

ア 民間企業の場合 

(ｱ) 登記事項証明書（現在事項全部証明書）【写し】  

（発行から３か月以内のもの）  

(ｲ) 財務諸表（直近２か年分）  

イ 個人事業者の場合 

(ｱ) 運転免許証、写真付住民基本台帳カード、パスポ

ートのいずれか【写し】 

(ｲ) 確定申告書 B（直近２か年分）又は銀行の当座預

金 

口座開設に関する証明書【写し】  

（発行から３か月以内のもの）  

 

(10) 消費税及び地方消費税の取扱いについて (報告) 別紙様式４  

(11) その他知事が必要と認める書類   

 

 

第９条 実績報告  

１ 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社の調達分（工事等を含む。）がある場合、 

利益等排除を実施すること。ただし、当該調達分が一般競争または指名競争の結果、最  

低価格であった場合は、この限りではない。  

２ 国補助対象外経費について、国補助対象経費と書類が重複するときは、国補助対象外  

経費に係る該当箇所を明示すること。  

 

 

提 出 書 類 様 式 

補助事業実績報告書  

収支決算書  

要綱様式第８号 

要綱様式第８号 別記 

 

( 添 付 書 類 ) 
要綱別表で規定する 

様 式 

(1) 補助対象事業の概要〔確定〕  別紙様式５  

(2) 当該設備の整備費に係る請求書、請求内訳書【写し】   

(3) 当該設備の整備費の支払に係る領収書【写し】   

(4) 
高圧ガス保安法に基づく製造施設完成検査証等、当該設備

の完成を証する書類  
 

(5) 対象設備の写真   

(6) 完成図書   



(7) 工程表  

(8) 国補助に係る実績報告書【写し】   

(9) 
上記(1)～(7)以外の国補助の実績報告に係る書類一式  

【写し】  
 

(10) 国補助に係る金額確定通知書【写し】   

(11) 市町補助の交付決定通知書【写し】 (該当の場合のみ )  

(12) 

補助対象経費明細書〔確定〕（該当様式を提出）  

・国補助対象経費  

・国補助対象外経費  

 

別紙様式６  

別紙様式７  

(13) 取得財産管理台帳・取得財産等明細表  別紙様式８  

(14) その他知事が必要と認める書類   

 

 

第 10 条 複数年度事業 

１ この補助事業は、原則、単年度で完了する事業を対象としている。  

ただし、単年度での実施が困難な事業であって、事業全体の確実な事業計画及び各年  

度の発生費用を明確に区分した事業実施計画が提出可能な場合は、複数年度事業として  

申請することができる。 

２ 複数年度事業は、単年度事業を複数回行うもので、初年度に交付決定を受けた場合で  

も、次年度以降の交付決定を保証するものではない。  

３ 複数年度事業の留意点は以下のとおり。  

(1) 複数年度事業であっても、１案件当たりの補助率及び補助金上限額は、交付申請  

を行う年度の単年度事業を超えることはできない。 

また、次年度以降における補助金申請額は、交付申請を行う年度の補助金上限額  

と、既に額の確定があった補助金額との差額を上限とする。  

(2) 県の事情により次年度以降の補助金が減額もしくは廃止された場合であっても、 

初年度に交付決定を受けている場合は、最終年度までの事業を継続し完成させる必  

要がある。  

  (3) 次年度以降に事業を取りやめる場合（事業廃止）は、既に支払われた補助金の返  

還が必要となる。  

  (4) 当該年度の事業完了日から次年度の交付決定日までの期間に行われる事業は、こ  

の補助金の対象外となる。ただし、第７条に基づく交付決定前の事前着手承認を受  

けた場合は、この限りではない。  

 

４ 複数年度事業申請の方法は以下のとおり。  

  (1) 各年度に交付申請を行い、事業計画書（事業全体の計画書）と実施計画書（各年  

度の計画書）を提出すること。  

  (2) 事業計画書において、複数年度に跨る工事等がある場合や、各年度における工事  

等の名称が同一又は類似している場合は、その内訳において各年度の実施内容の差  

違を明確に区分すること。  



  (3) 当該年度に計画された工事等を次年度以降に延期する場合、その工事費等は当該  

年度の計画変更手続き（減額）が必要なうえ、既に一度契約された工事等のため、 

次年度以降はこの補助金の対象外となることに留意する。  

  (4) 実施計画書は、事業計画書に対応したものであること。  

また、実施計画書に記載された工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了さ  

せること（実施計画外の実績は補助対象外となる）。  

  (5) 実績報告の内容は、事業計画書に基づく各年度の実施計画書に合致しており、か  

つ完了の時点で設計、設備、工事等の項目ごとにその金額相当の成果品（設計図書、  

設備機器納入、工事実績等）があること。  

  (6) 初年度に購入した設備機器の納入・保管場所は国内の補助事業者の管理地内とす  

ること。  

  (7) 各年度の事業完了日は、３月末日までとすること。  

 

 

附則（令和６年５月 27 日） 

１ この公募要領は、令和６年５月 27 日から施行する。  

２ 当該補助金の交付決定に係る必要な手続き及びその他の行為は、この公募要領の施行  

 日前においても、この公募要領の規定によるものとする。 

 

附則（令和６年７月 23 日改正）  

１ この公募要領は、令和６年７月 23 日から施行する。  

 

附則（令和６年 12 月９日改正）  

１ この公募要領は、令和６年 12 月９日から施行する。  

 


